
第4号様式(第10条関係) 

会 議 録 (要 旨) 

会 議 名 令和３年度 第１回武蔵村山市緑化審議会 

開 催 日 時 令和３年７月２９日(木) 午後２時００分～午後３時３０分 

開 催 場 所 市役所３０１会議室 

出 席 者 及

び 欠 席 者 

〇緑化審議会委員 

出席者：宮林茂幸委員 細川卓巳委員 布田傑委員  

池邉かよ子委員 須田俊男委員 石井富男委員 

川口広敏委員 

欠席者：栗原和夫委員 

●事務局 

 環境課長 環境課係長（公園緑地係） 環境課主事（公園緑地係） 

議 題 

１ 会長・副会長の互選について 

２ 武蔵村山市第三次みどりの基本計画策定スケジュール等について 

３ その他 

結 論 

( 決 定 し た 方

針、残された問

題点、保留事項

等 を 記 載 す

る。) 

議題１：宮林茂幸委員が会長に、須田俊男委員が副会長に選任された。 

議題２：市民へのアンケート調査では、子どもの意見を取り入るよう検

討を進める。 

その他：ナラ枯れの経過及び今後の対応について報告した。 

審 議 経 過 

(主な意見等を

原則として発言

順に記載し、同

一内容は一つに

まとめる。) 

 

◎会 長 

○委 員 

●事務局 

議題１ 「会長・副会長の互選について」 

 委員互選により、以下の通り決定した。 

（１） 宮林茂幸委員が会長に就任した。 

（２） 須田俊男委員が副会長に就任した。 

 

議題２ 「武蔵村山市第三次みどりの基本計画策定スケジュール等につ

いて」 

● 議題に入る前に、緑化審議会規則と会議の公開について説明する。

緑化審議会の組織及び運営は、武蔵村山市みどりの保護及び育成に関

する条例第１８条第３項の規定に基づくものとする。会議の内容は記

録し、ホームページ上で公開する。発言者の表記については、会長は

「会長」、各委員は「委員」としても問題ないか。 

◎ 委員については「委員」とし、個人名は伏せることにする。会議の

内容については、概要を公開することにする。議題２について、事務

局からの説明を求める。 

● 「武蔵村山市第三次みどりの基本計画」の概要と今後の策定スケジ

ュールについて説明した。 

◎ 令和３年度中に、２０歳以上の市民２，０００人を対象にしたアン

ケートを実施することについて。次の世代にみどりへの意識を高めても

らうためにも、小学校４年生以上にもアンケートを取ってはどうか。 

● ２０歳以上を対象にしたアンケートの中で、子どもがいると答えた

人に、子どもたちの動向について質問できるかもしれない。 

〇 まちづくり関連で、子どもたちにまちの将来像についてアンケート

を取っていたか、取る予定があったかもしれない。そこにみどりに関

する質問を盛り込めればいいのだが。 

◎ 昔は神社、公園、緑地で子どもたちが遊んでいたが、最近は室内遊

びが多い。遊びの変化に伴い、みどりに対する関心が減っている。ど

こで遊んでいるのか、どんなことに関心があるのか。子どもたちの動

きを把握しておくと、将来の街づくりにプラスになる可能性もある。 



● 区画整理係が、区画整理区域に新設される公園づくりに関して、子

どもや親を対象にしたワークショップを行う予定がある。環境課も関

わっているので、そこで意見を汲み取れるよう考えていきたい。 

 

その他 

◎ 報告事項について、事務局からの説明を求める。 

● 令和２年度から調査を続けているナラ枯れ樹木の経過と今後の対策

について、令和３年度は大南公園で５本、野山北公園で２本伐採し

た。野山北公園では他にも何本か被害樹木が確認されたが、利用者が

多い釣り池に近い樹木２本を伐採した。今後は目視によるチェックを

続け、被害樹木に関しては菌を媒介するカシノナガキクイムシの飛散

を防ぐために、ポリエステル製ネットや粘着テープで覆う予定であ

る。 

〇 都立公園では昨年度２，０００ほど被害樹木の報告がある。里山の

利用環境が変わり、薪炭生産や間伐をしなくなったため被害が増えて

いるが、老木が狙われるため、ある程度進行すると、健康な若い木が

残る。ある意味、自然の摂理ともいえる。 

〇 公園の管理をしていても、ナラ枯れ樹木が多いのが気になる。 

◎ データを集め、東京都とも協力しながら対処するのがいいだろう。 

〇 市民から指摘されることはあるのか。 

● ナラ枯れそのものはないが、蜜の多い木に蜂が集まり、市民から連

絡が入ることがある。なぜ蜜が多いのか、ナラ枯れによるものなの

か、専門業者に見てもらっても原因が分からないのが現状だ。 

〇 伐採したナラ枯れ樹木から、猛毒のキノコが生えることがある。カ

エンダケと呼ばれる真っ赤なキノコで、触っただけでも害があるの

で、注意する必要がある。 

                          ―以上― 

 

会 議 の 公 開 ・

非 公 開 の 別 

☑公 開              傍聴者：  ０ 人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

 

 

 

会議録の開示・

非 開 示 の 別 

☑開 示 

□一部開示(根拠法令等：                ) 

□非 開 示(根拠法令等：                ) 

 

庶 務 担 当 課  協働推進部 環境課 （内線：２６９） 

(日本工業規格A列4番)  


